
上富良野町住宅新築補助金交付要綱 

 

（令和８年３月10日決定） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅取得に伴う負担の軽減、移住及び定住の後押し、地域経済の

活性化、道産材の流通拡大、ゼロカーボンシティの実現並びに空き家及び空き地の抑

制等を図るための工事に要する経費の一部を、町内に住宅を新築する建築主に対して

予算の範囲で交付する補助金に関し、上富良野町補助金等交付規則（平成４年上富良

野町規則第８号）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところ

による。 

（１）住宅 １以上の居室、台所及び便所を有する建築物をいい、専用住宅又は併用

住宅をいう。 

（２）専用住宅 専ら居住の用に供する建築物をいう。 

（３）併用住宅 延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、住宅と他の用途

を併せた建築物をいう。 

（４）一戸建て住宅 １戸の住戸を有する住宅をいう。 

（５）新築 建築物のない敷地に新たに建築物を建築すること、又は既存の建築物の

全部を取り壊し、当該敷地に新たに建築物を建築することをいう。 

（６）注文住宅 建築主が自ら居住し、かつ、所有することを目的として、工事施工

者との工事請負契約により建築する住宅をいう。 

（７）建築主 住宅の新築工事に係る請負契約の注文者をいう。 

（８）工事施工者 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第３項に規定する許可

を受け、住宅の新築工事を請け負う者をいう。 

（９）子育て世帯 交付申請を行う年度の４月１日時点において、18 歳未満の子と同

居し、養育している世帯をいう。 

（10）若者世帯 交付申請を行う年度の４月１日時点において、建築主又はその配偶

者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

のいずれかが 40 歳未満である世帯をいう。 

（事業の種別、補助対象要件及び補助金の額） 

第３条 事業の種別、補助対象要件及び補助金の額は、別表第１に定めるところによる

ものとする。 

２ 前項に定める事業を併用する場合における補助金の額は、別表第１の１の項から５

の項までに係る補助金の合計額の上限を200万円とし、同表６の項に係る補助金の額

を加算するものとする。ただし、同表３の項及び４の項の事業については、併用する

ことができないものとする。 

３ この要綱による補助金は、国、北海道及び町その他公共的団体等から補助金、交付

金その他これらに類する資金と重複して交付を受けることができない。 

 



（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、建築主であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者の全員が、上富良野町

町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例（平成18年上富

良野町条例第19号）第２条第３号に規定する町税等の滞納者でないこと。 

（２）上富良野町暴力団排除の推進に関する条例（平成24年上富良野町条例第13号）

第２条第２号及び第３号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。 

（３）破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）第４条に規定する暴力主義的破壊活動

を行う団体等に所属していないこと。 

（４）本要綱による補助金を過去に受けていないこと。 

（５）前各号に掲げるもののほか、世帯の状況その他の交付対象者に関する要件につ

いては、別表第１に定めるところによる。 

（交付申請） 

第５条 補助対象者は、原則として補助事業に係る工事の着手前に、かつ、町長が別表

第１に定める期間内に、上富良野町住宅新築補助金交付申請書（別記様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（１）工事請負契約書の写し 

（２）建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく確認済証の写し。ただし、建築確

認が不要な地域に建築する場合は、建築工事届の写し 

（３）工事の内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類 

（４）各種公的支給等に関する申出書（別記様式第２号）。ただし、当該申請又は申

請予定がない場合は、この限りでない。 

（５）誓約書兼同意書（別記様式第３号） 

（６）工事着手前の敷地の状況を撮影した写真 

（７）第３条第１項各号に応じ、別表１に定める関係書類 

（８）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、令和８年度の事業に限り、令和８年１月１日から交付申

請の日前までに工事請負契約を締結したものについては、工事に着手している場合で

あっても、交付の申請をすることができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りで

ない。 

（交付決定等） 

第６条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助

金の交付の可否を決定し、当該申請を行った者に対し、上富良野町住宅新築補助金交

付決定（却下）通知書（別記様式第４号）により通知するものとする。 

２ 補助金の交付は、同一の者につき１回限りとする。 

３ 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要が

あると認めるときは、条件を付すことができる。 

（事業の変更等） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）



は、当該補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、上富

良野町住宅新築補助事業変更等承認申請書（別記様式第５号）に、変更等の内容が確

認できる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（補助事業の変更等の承認） 

第８条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、変更

等の承認の可否を決定し、当該申請を行った者に対し、上富良野町住宅新築補助事業

変更等承認（不承認）通知書（別記様式第６号）により通知するものとする。 

（完了の届出） 

第９条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに、上富良野町住宅新築補

助事業完了届（別記様式第７号）により町長に届け出なければならない。 

２ 前項の完了届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）工事の施工中及び完成後の状況を撮影した写真 

（２）工事施工者からの交付決定者宛てに発行された工事代金の請求書の写し 

（３）建築基準法に基づく検査済証の写し。ただし、建築確認が不要な地域に建築し

た場合は、不動産登記法（平成16年法律第123号）に基づく建物登記事項証明書

の写し 

（４）住民票（世帯票） 

（５）第３条第１項第５号及び第６号に応じ、別表第１に定める関係書類 

（６）その他町長が必要と認める書類 

（完了検査） 

第10条 町長は、前条の規定による届出を受理したときは、書類の審査及び必要に応じ

て行う実地検査により、当該補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合しているかどうかを確認し、その結果を上富良野町住宅新築補助事

業完了検査調書（別記様式第８号）に記録するものとする。 

（補助金の額の確定等） 

第11条 町長は、前条の規定による完了検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれ

に付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、上富良野町住宅新築

補助金確定通知書（別記様式第９号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第12条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後、交付決定者から提出の

あった上富良野町住宅新築補助金請求書（別記様式第10号）に基づき交付するものと

する。 

（補助金の取消し等） 

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２）偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けた

とき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があるとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、上富良野町住



宅新築補助金交付決定取消通知書（別記様式第11号）により、交付決定者に通知する

ものとする。 

（補助金の返還） 

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に

補助金が交付されているときは、上富良野町住宅新築補助金返還命令通知書（別記様

式第12号）により、期限を定めて、その返還を命ずることができる。 

２ 前項の規定による返還命令を受けた者は、当該通知を受理した日から90日以内に補

助金を返還しなければならない。 

（その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は令和８年４月１日から施行する。 

（要綱の効力） 

２ この要綱は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金

の交付請求を行った者については、なお従前の例による。 

３ 第13条及び第14条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 


